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特車取締　佐伯河国より①

 佐伯河川国道事務所では、５月に２回、特殊車両指導取締を実施しました。 
 ５月２２日（金）は国道１０号佐伯市弥生にて、５月２８日（木）は竹田市渡瀬にて行い、合計１２台

の通行許可証をチェックし、３台の違反が判明しました。また、佐伯市弥生では重量の測定を行い

ましたが、違反車両はありませんでした。 
 道路の老朽化対策により重量超過の取締り指導を強化しているところですが、重量超過の車両

がなく一安心。今後も指導取締を実施するよう計画しており、道路の保全に努めていきます。 
 

５月２２日（金） 
国道１０号 佐伯市弥生 

５月２８日（木） 
国道５７号 竹田市渡瀬 
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河川と道路のライブ映像がご覧いただけます。  
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